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572
韓国主要産業の競争力 通貨危機を克服した韓国はサムスン，LGな

ど世界的ブランドを輩出するに至っている。
中国に追撃され日本と激しく競合しつつも成
長を続ける韓国産業の実力を診断する。奥田聡・安倍誠編 2008年　255p.　3360円

573
戦争と平和の間 アフリカの紛争解決はどう進められてきたの

か。平和に向けた国際社会の関与はいかなる
成果と課題を残したのか。アフリカの紛争と
平和構築を考えるための必読書。

紛争勃発後のアフリカと国際社会
武内進一編 2008年　400p.　5355円

574
台湾の企業と産業 過去20年大きく変容した台湾経済を多面的に

分析。地場民間大企業など各種企業，新興製
造業の TFT-LCDと携帯電話端末，サービス
業では金融と航空貨物に注目した。佐藤幸人編 2008年　325p.　4305円

575
オーストラリアの対外経済政策とASEAN オーストラリアの対 ASEAN政策とその変化

を国内外の政治経済ダイナミクスを通して分
析し，東アジア統合への参画を模索する同国
の対外経済政策を浮き彫りにする。岡本次郎著 2008年　316p.　4200円

576
岐路に立つ IMF アジア通貨危機などの大規模な資本収支危

機の経験から，IMFは何を学び，また，学
ばなかったのか。IMFの改革に向けた課題，
地域金融協力との関係について探る。

改革の課題，地域金融協力との関係
国宗浩三編 2009年　248p.　3255円

577
アジア開発途上諸国の投票行動 アジア途上国で有権者は何を基準に政権選択

をしているのか。 5カ国の定量分析により，
政権の経済実績や社会の亀裂の重要性と，先
進国との違いを明らかにした。

亀裂と経済
間　寧編 2009年　332p.　4305円

578
地域の振興 地域興し運動では地元のイニシアチブが重要

であるが，同時に外部者の関わり具合が成否
の鍵となる。外部者が積極的に関わった各地
の運動で，その成果はどう現れたのか。

制度構築の多様性と課題
西川芳昭・吉田栄一編 2009年　260p.　3465円

579
変容するベトナムの経済主体 激変する経済・社会環境に戦略的に対応しな

がら生き残りや成長を模索するベトナムの経
済主体。その姿を描き出すことを通して，ベ
トナムの経済発展の現状を再評価する。坂田正三編 2009年　288p.　3780円

580
インド民主主義体制のゆくえ インド民主主義体制の現実を議会制度，労働

運動，後進階級，草の根自治，地域主義，辺
境の自治，ヒンドゥー民族主義，テロ問題，
農村の極左武装闘争等から多面的に分析。

挑戦と変容
近藤則夫編 2009年　410p.　5250円

581
現代アフリカ農村と公共圏 1980年代以降経済自由化や民主化によってサ

ブサハラ・アフリカの農村は大きく変容しつ
つある。詳細な現地調査に基づいて農村の社
会変容を公共圏の視点から読み解く。児玉由佳編 2009年　307p.　3990円

582
ポスト民主化期の台湾政治 2000年，歓喜に包まれて生まれた陳水扁政権

は，なぜ，2008年，失望にまみれて退場する
ことになったのか。台湾と東アジアにとって，
この 8年間は何だったのか。

陳水扁政権の 8年
若林正丈編 2010年　342p.　4410円

583
開発途上国と財政 途上国政府が財政改善を行うのは，なぜ困難

なのか。税制から金融政策，債務問題やガバ
ナンスなど，多様な要因と問題の所在を事
例・理論研究の双方から解明する。

歳入出，債務，ガバナンスにおける諸課題
柏原千英編 2010年　294p.　3780円

584
新興民主主義国における政党の動態と変容 多元社会の民主主義における政党の今日的状

況を多面的に解明。アジア，アフリカ，中東，
ラテンアメリカの国々を取り上げた，地域横
断的な事例研究の試み。佐藤章編 2010年　341p.　4410円




